
  (2) 法人事業税
    ①  事業税額等 （単位：件、千円）

確定申告
のあった

もの

うち
決定し
たもの

確定申告の
あったもの

①

うち
決定し
たもの

事業
年度数

税  額
②

本県本店分 836 45,659,613 3,167,089 1 23 290 910,786 307 880,248 5 5,908 156,959 3,299,441 1,414,374 94,792 3,394,233 -

他県本店分 2,602 59,598,651 4,145,580 4 383 951 744,791 1,012 993,818 29 36,832 62,317 4,494,139 305,425 20,400 4,514,539 -

19,328 34 76,697,347 4,678,973 57 12 2,712 2,304 1,368,199 2,496 1,379,674 7 13,609 336,390 5,043,159 968,250 51,862 5,095,021 -

 小   計    (A) 22,766 34 181,955,611 11,991,642 57 17 3,118 3,545 3,023,776 3,815 3,253,740 41 56,349 555,666 12,836,739 2,688,049 167,054 13,003,793 -

1,174 34,684,189 1,665,837 1 610 - 1,666,447 33,944 1,398 1,667,845 -

577 3 8,248,582 565,745 7 - 565,745 20,855 935 566,680 -

142 88,688 3,874 - 3,874 3,072 104 3,978 -

330 2 130,687 8,835 2 1,670 3 1,676 - 8,841 30 1 8,842 -

24,989 39 225,107,757 14,235,933 64 17 3,118 3,547 3,025,446 3,818 3,255,416 42 56,959 555,666 15,081,646 2,745,950 169,492 15,251,138 -

452 - 1,420,285 7 2,879 224 718,610 249 653,922 94,991 1,453,467 - 9,548 1,463,015 -

1,563 - 12,519,999 8 24,013 1,275 5,219,087 1,309 5,850,320 68 250,735 52,577 13,478,557 - 83,631 13,562,188 -

27,004 39 - 28,176,217 64 32 30,010 5,046 8,963,143 5,376 9,759,658 110 307,694 703,234 30,013,670 - 262,671 30,276,341 -

- - - - - - - - 96,024 96,024 -

- - - 11,415,825 23 - 17,631 - 3,228,787 - 4,017,739 - 142,509 602,029 12,966,946 - 37,435 13,004,381 -

27,004 39 39,592,042 87 32 47,641 5,046 12,191,930 5,376 13,777,397 110 450,203 1,305,263 42,980,616 396,130 43,376,746 111,319

(注)  １  令和3年度において調定した法人について作成した。

　　  ２  現事業年度分

          令和3年2月1日から令和4年1月31日までの間に終了する事業年度分について記載した。

      ３  過事業年度分

          現事業年度分より前の事業年度分について記載した。

      ４  ①及び⑧又は「所得金額」欄は、令和3年度において確定した事業税額（確定申告、修正申告、更正決定後のものをいい、過事業年度分で令和2年度以前に申告等があり、令和3年度に修正、更正増が

        あったものについては当該増差税額をいう。）又はこれに対応する所得金額を記載した。また、②欄は、確定申告及び決定のない中間申告分に係るものを記載した。

      ５  「事業年度数」は、１年、６か月等の事業年度区分にかかわらず、それぞれ事業年度数ごとに１件とし、「確定額」欄の事業年度において、確定申告、修正申告、更正又は決定の処理がなされたものについて、

        その最終段階で１件として記載した。なお、欠損法人等納付すべき税額がないものについても計上した。

過事業年度分
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地方法人特別税分    (J)

確定申告及び決定
のない中間申告
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年度数

税  額
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④
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特別法人事業税分    (K)

合          計
(I)＋(J)+(K)

        事業税計    (I)
      (F)+(G)+(H)

公益法人等      (C)

人格なき社団等  (D)

清算法人        (E)

    計       (F)
(A)+(B)+(C)+(D)+(E)

法第72条の2第1項第2号及び
第3号に掲げる事業分    (G)

法第72条の2第1項第1号イに
掲げる法人分   　　    (H)
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 県  内  法  人

特別法人        (B)


